
 

 

山梨県環境整備センター浸出水処理施設運転管理等業務委託 

「一般競争入札」公告 

 

公益財団法人山梨県環境整備事業団（以下「事業団」という。）が発注する令和７年度山梨

県環境整備センター浸出水処理施設運転管理等業務委託は、一般競争入札により行いますので、

入札参加資格等について山梨県の契約手続きの例により公告します。 

なお、本入札は年度開始前の契約準備行為であるため、本入札における落札の効果は、令和

７年４月１日の令和７年度予算発効時において効力を生ずるものとします。 

 

  令和７年２月２１日 

                      公益財団法人山梨県環境整備事業団 

                      理事長 長崎 幸太郎  

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）入札番号 第７－Ａ１号 

（２）事業名 山梨県環境整備センター管理運営事業 

（３）委託名 山梨県環境整備センター浸出水処理施設運転管理等業務委託 

（４）委託場所 山梨県北杜市明野町浅尾字浅尾原地内の１ 

（５）委託期間 令和７年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（６）委託概要 浸出水処理施設運転管理業務 一式 

                塔類充填材交換業務 一式 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

 次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 

（１）山梨県出納局による物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等に係る審査を受

け、競争入札参加の資格の認定を受けている者であること。 

（２）「下水道処理施設維持管理業者登録規程」(昭和６２年７月９日建設省告示第１３４８号)

第２条に規定する国土交通省備え付け「下水道処理施設維持管理業者登録簿」に登録を有

する者であること。 

（３）国又は地方公共団体等が発注した、処理量が５０㎥／日以上の汚水処理施設等（下水道

処理施設、管理型廃棄物最終処分場、し尿処理施設）の運転管理を、平成２１年４月１日

から令和７年１月３１日までの間に２年以上連続して通年で元請けとして履行した実績を

有する者であること。但し、共同企業体の構成員としての実績は、代表者の場合のものに

限る。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力団

員である者（地方自治法施行令第１６７条の４第１項第３号に該当する者を除く。）でな

いこと。 



 

 

（６）この公告の日の６月前の日から落札者決定までの間に手形又は小切手の不渡りを出した

者でないこと。 

（７）この公告の日の２年前の日から落札者決定までの間に不渡りによる取引停止処分を受け

ている者でないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者

（更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた後、入札参加申請締切日までに競争入札

参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）この公告の日から入札の日までの間に、山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名

停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（１０）山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

 

３ 入札参加資格確認資料作成要領、設計図書等の配布 

（１）配布期間 令和７年２月２１日（金）から令和７年３月１０日（月）まで 

（２）配布方法 事業団ホームページからダウンロードすること。 

       ＵＲＬ http://www.yksj.or.jp 

 

４ 入札参加を希望する者に配布する資料等 

（１）一般競争入札公告 

（２）入札参加資格確認資料作成要領 

（３）見積参考資料 

（４）入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

（５）入札参加者の概要（様式第２号） 

（６）業務履行実績報告書（様式第３号） 

（７）現場確認申請書（様式第４号） 

 

５ 入札参加資格確認資料の受付期間、提出書類、提出場所及び提出方法 

（１）受付期間 令和７年２月２１日（金）から令和７年３月１０日（月）までの「山梨県の

休日を定める条例」（平成元年山梨県条例第６号）に定める県の休日（以下「県の休日」

という。）を除く毎日、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで。ただし、

最終日は午後４時３０分までとする。 

（２）提出書類 入札参加資格確認資料として次の書類を各１部提出すること。 

・入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

・入札参加者の概要（様式第２号） 

・業務履行実績報告書（様式第３号） 

（３）提出場所 山梨県北杜市明野町浅尾字浅尾原５２５９－６４４ 

       山梨県環境整備センター 

（４）提出方法 直接持参すること。郵送又はファクシミリによる提出は認めない。 

 

 



 

 

６ 問い合わせ先 

（１）入札参加資格確認資料の記載方法に関する事項 

   山梨県北杜市明野町浅尾字浅尾原５２５９－６４４       

   山梨県環境整備センター            

     電話  ０５５１－２５－１０５５ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ  ０５５１－２５－１０５６ 

（２）資料等の内容に関する事項 

 令和７年２月２１日（金）から令和７年３月１０日（月）までの県の休日を除く毎日、午

前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間に、５（３）の場所に質問書（様式

自由）により質問すること。質問書は直接持参又は電子メールにより送付すること。 

 質問に対しては、質問者へ電子メールで回答するとともに、入札の前日までその回答を事

業団のホ－ムページで公表する。 

ＵＲＬ http://www.yksj.or.jp 

 

７ 入札参加資格の確認結果通知 

入札参加資格の確認結果は通知しない。 

 

８ 入札手続等 

（１）入札及び開札の日時及び場所は次のとおりとする。 

令和７年３月１４日（金）午前１０時 

山梨県北杜市明野町浅尾字浅尾原５２５９－６４４ 

山梨県環境整備センター会議室 

郵送又はファクシミリによる入札は認めないので、指定日時に指定場所に集合すること。 

（２）入札方法は次のとおりとする。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に相当す

る額を加算した金額 (当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者で

あるかを問わず、見積もった契約金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

（３）この公告に示した入札参加資格の無い者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載を

した者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、入札参加

資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げるいずれかの要件を満たさな

くなった者の行った入札は無効とする。 

（４）対象業務は、予定価格を落札者決定後に公表するため、入札執行回数は２回を限度とす

る。１回目の入札において落札者がいない場合は、再度の入札を行うこととし、１回目の

入札に参加しなかった者、無効な入札をした者は、再度の入札には参加できない。 

なお、再度の入札においても落札者がいないときは、再度の入札において有効な入札を

した者のうち最低価格の入札者に見積書の提出を求め、随意契約に移行する場合があるの

で、見積書の様式をあらかじめ用意すること。 

（５）入札に際し、委託費内訳書を提出すること。委託費内訳書の様式は自由であるが、数量、



 

 

単価及び金額等を明らかにすること。なお、委託費内訳書において、数量、単価の明示の

ない項目については明細書又は単価表を添付すること。 

（６）入札参加者は、山梨県が定める入札心得及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。 

 

９ 支払条件 

前金払 不適用 

部分払 適用 

 

１０ その他 

（１）落札者が契約締結までの間に２に掲げた一般競争入札の参加資格のうち、一つでも満た

さなくなった場合は契約を締結しない。また、この場合において、事業団は損害の責めを

負わないものとする。 

（２）最低制限価格 無し 

（３）入札保証金(入札金額の５／１００)は、山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１

号）第１０８条の２の規定に該当する者はこれを免除する。 

（４）契約保証金(契約金額の１０／１００) 納付。但し、利付国債の提供又は金融機関若し

くは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、山梨県

財務規則第１０９条の２の規程に該当する者はこれを免除する。 

（５）契約書作成の要否 要 

（６）入札参加資格確認資料作成説明会及びヒアリングは行わない。 

（７）現場説明は行わない。ただし、委託場所等の現場確認を必要とする者は、令和７年３月

４日（火）までに５（３）の場所に現場確認申請書（様式第４号）を提出したうえで、令

和７年２月２１日（金）から令和７年３月１０日（月）までの間（県の休日を含まない。）

の事業団が指定する時間帯に現場確認をすることができる。 

現場確認時間は３０分以内とし、実施人数は２人以内とする。また、現場では設計図書

等の内容に関する事項の質問には一切回答しない。 

なお、現場確認はこれを必要とする者の自己の責任と費用負担で行うこと。 

（８）業務受託開始前までに、仕様書に定めた資格者を含めた業務の遂行に必要な人員を確保

できない場合は、当該契約を解除することがある。 

（９）入札参加資格の申請を行った者は、２（４）から（１０）の条件を満たす者であること

を誓約した者とみなす。 

（10）入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。また、契約後に談合の事実が

明らかになった場合には、当該契約を解除することがあるとともに、契約者は談合に対す

る違約金の求めに応じなければならない。 

（11）本契約は、「公益財団法人山梨県環境整備事業団会計規程」に基づく長期継続契約であ

る。翌年度以降において、当該契約に係る予算の金額について減額又は削除があった場合

は、当該契約を変更又は解除するものとする。 

  なお、契約の締結日は令和７年４月１日とする。 

（12）提出された申請書及び資料は返却しないとともに、事業団において公表し又は無断で使

用することはない。 


